
例年であれば、『館外活動』で映画に行ってみんなで食事をしたり『がんばった会』では、マク

ドナルドのハンバーガーを食べながら、自分で 1 番がんばったことは何か振り返ってお楽しみ会

をしたり、手作りの桜餅でお茶会をしたりと児童館でも楽しいことがたくさんで元気な子どもた

ちの姿がたくさん見られるのですが、今年はコロナウイルスの影響で春休みのすべての行事が中

止となりました。臨時休校になってからは、放課後児童クラブのやむを得ない児童 

のみ受け入れをしており数名の来館です。毎日のように会っていた子どもたちと、 

もはや 1 か月以上会っていない日々が続いております。「みんな元気に過ごしてい 

るだろうか」「家でどのように過ごしているのだろうか」と思いながら、早くいつ 

も通りの生活が送れるようになることを願っており、普段通りに生活を送れるとい 

うことは、とても幸せなことだと改めて、考えさせられております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス苦情申出窓口について 
大鰐町老人福祉センター並びに大鰐町中央児童館では、苦情申出窓口を開設しております。 

利用者のみなさんからのご意見や苦情に対して、適切な対応をするために苦情解決担当者がいますので、

お気軽にお申し出ください。 

受付担当者：大越 康子（児童館担当）  相談解決責任者：油川 徹（児童館長） 

   

 

 

 

        

大鰐町中央児童館（福祉センター内）４８－５６５６（担当 大越・成田綸） 

（令和２年４月７日発行) 

 

 

新型コロナウイルスの流行に伴い、引き続き大鰐町中央児童館では自由来館の利用はできません。放課

後児童クラブの登録児童についても同様です。しかし、保護者の事情や児童だけで過ごすのが難しい登録

児童に関しては例外として利用可能ですが、必要最小限の利用としています。密閉密集密接を避けるよう

にするため、お迎え等も早めに対応していただくようにしております。また、利用する児童についてはマ

スクを必ず着用し、発熱等している児童は通常時と同様、帰宅していただくことにしております。 

また、青森県内で新型コロナウイルスの感染者が確認されたこと、依然としてウイルスが流行している

ことを踏まえ、当児童館内で集団感染とならないよう、利用のルールは守るようにしてください。 

なお、4 月中は行事も実施しません。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。 


